
定期券･普通回数券をご利用のお客さまへ
 

大雪の影響により、一部区間においては列車の運行ができず、

ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、

お詫び申し上げます。 

下記区間の発・着・通過となる定期券、普通回数券をお持ちの

お客さまで、連続して５日間以上ご利用いただけなかったお客

さまは、次のお取扱いをいたします。 

 

■期間延長および払いもどし対象となる区間・期間 
【えちごトキめき鉄道】 

・市 振 駅 ～ 糸 魚 川 駅間 （1/8～1/15) ８日間 

・糸 魚 川 駅 ～ 妙高高原 駅間 （1/9～1/15） ７日間 

 

【あいの風とやま鉄道】 

・市 振 駅 ～ 富 山 駅間 （1/8～1/15） ８日間 

 

【北越急行 ほくほく線】 

・く び き 駅 ～ 犀 潟 駅間 （1/7～1/15） ９日間 

 

【ＪＲ信越本線】 

・直 江 津 駅 ～ 長 岡 駅間 （1/7～1/15） ９日間 

 

【ＪＲ大糸線】 

・糸 魚 川 駅 ～ 南 小 谷 駅間 （1/7～1/14 ）８日間 
 

 

○有効期間の延長 
   

○運賃の払いもどし 
 

※定期券の有効期間延長や払いもどしをご希望で、現在ご使用中のお客さまは、継続購入の際又は

有効期間終了後にお申し出ください。         ※詳しくは駅係員にお尋ねください。 

 

【定期券】相当日数分の有効期間※を延長いたします。 

【回数券】相当日数分の有効期間※を延長いたします。 

【定期券】相当日数分の運賃※の払いもどしをいたします。 

【回数券】残余券片数分の運賃※の払いもどしをいたします。 


